
資料３

現在の税率 市町村標準保険料率（市町村算定方式）で試算 市町村標準保険料率で試算

区分 所得割（%） 均等割（円） 平等割（円） 区分 所得割（%） 均等割（円） 平等割（円） 区分 所得割（%） 均等割（円） 平等割（円）

医療分 6.00 22,000 22,000 医療分 6.23 25,500 21,600 医療分 7.06 30,600 19,800

支援分 1.80 8,000 6,000 支援分 2.22 11,000 7,000 支援分 2.72 11,400 7,400

介護分 1.30 8,000 6,000 介護分 1.80 11,800 8,500 介護分 2.36 12,300 6,100

合計 9.10 38,000 34,000 合計 10.25 48,300 37,100 合計 12.14 54,300 33,300

参考例 参考例 参考例

加入者：世帯主（42歳）・妻（38歳）・子（8歳）・子（5歳）
世帯主：給与収入3,000,000万円（給与所得2,020,000円）
   妻　 ：給与収入1,500,000万円（給与所得950,000円）

　　　　軽減判定所得基準267万円未満　軽減該当なし

加入者：世帯主（66歳）・妻（63歳）
世帯主：年金収入2,000,000円（雑所得900,000円）
　妻　：年金収入1,000,000円（雑所得400,000円）

　　　軽減判定所得基準160万円以下　2割軽減該当

332,100円

加入者：世帯主（27歳）・子（4歳）
世帯主：給与収入980,000円（給与所得430,000円）

　　　　軽減判定所得基準43万円以下　7割軽減該当

21,900円

118,200円

加入者：世帯主（42歳）・妻（38歳）・子（8歳）・子（5歳）
世帯主：給与収入3,000,000万円（給与所得2,020,000円）
   妻　 ：給与収入1,500,000万円（給与所得950,000円）

　　　　軽減判定所得基準267万円未満　軽減該当なし

加入者：世帯主（27歳）・子（4歳）
世帯主：給与収入980,000円（給与所得430,000円）

　　　　軽減判定所得基準43万円以下　7割軽減該当

加入者：世帯主（66歳）・妻（63歳）
世帯主：年金収入2,000,000円（雑所得900,000円）
　妻　：年金収入1,000,000円（雑所得400,000円）

　　　軽減判定所得基準160万円以下　2割軽減該当

383,500円（51,400円の増額）

25,000円（3,100の増額）

137,100円（18,900の増額）

283,900円

加入者：世帯主（42歳）・妻（38歳）・子（8歳）・子（5歳）
世帯主：給与収入3,000,000万円（給与所得2,020,000円）
   妻　 ：給与収入1,500,000万円（給与所得950,000円）

　　　　軽減判定所得基準267万円未満　軽減該当なし

加入者：世帯主（27歳）・子（4歳）
世帯主：給与収入980,000円（給与所得430,000円）

　　　　軽減判定所得基準43万円以下　7割軽減該当

加入者：世帯主（66歳）・妻（63歳）
世帯主：年金収入2,000,000円（雑所得900,000円）
　妻　：年金収入1,000,000円（雑所得400,000円）

　　　軽減判定所得基準160万円以下　2割軽減該当

436,400円（104,300円の増額）

27,000円（5,100円の増額）

149,600円（31,400円の増額）

加入者：世帯主（45歳）単身
世帯主：給与収入4,000,000円（給与所得2,760,000円）

　　　　軽減判定所得基準96.5万円以下　軽減該当なし

加入者：世帯主（45歳）単身
世帯主：給与収入4,000,000円（給与所得2,760,000円）

　　　　軽減判定所得基準96.5万円以下　軽減該当なし

324,100円（40,200の増額） 370,300円（86,400円の増額）

加入者：世帯主（45歳）単身
世帯主：給与収入4,000,000円（給与所得2,760,000円）

　　　　軽減判定所得基準96.5万円以下　軽減該当なし


